
仕  様  書 

 

１ 品 名  デジタル簡易無線機用バッテリー 

２ 数 量  61 個 

３ 機   種  次の機種を選定すること。 

         アイコム株式会社 製品型式 BP-220N1（リチウムイオンバッテリーパック） 

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性

能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品するこ

とができる。 

４ 納入時の状態   （１）工場出荷初期充電のもので、出荷ロット検査済みのものとする。 

（２）製造年月日は納入日より起算して６ヶ月以内のものとする。なお、証明としてメ 

ーカーの出荷伝票等を添付すること。 

（３）エアークッション等で個装し、梱包して納品すること。 

５ 納 入 場 所    別紙「令和７年度 デジタル簡易無線機用バッテリー 納入場所・台数一覧」のとおり 

６ 納 入 期 限  令和８年３月 23日（月） 

７ 搬   入  （１）納入時に既存バッテリーと交換を行うこと。交換後の既存バッテリーは契約決定

業者が無償で引き取ること。また、納入に使用した梱包材については、契約決定

業者が持ち帰ること。 

         （２）バッテリー交換後、機器の充電状態及び電源動作確認を実施すること。 

         （３）契約業者は、契約後、購入所管課担当者と協議し、納入工程表を提出すること。

なお、納入日程に変更が生じた場合は、契約業者と納入先が協議すること。納入

場所の連絡先は決定業者に別途連絡する。 

８ そ の 他  （１）見積金額には、梱包、納入、交換作業等に係る諸経費を含むこと。 

（２）搬入作業については、契約業者の責任において安全管理を徹底し、市民等への 

危害防止、器物の破損防止等に十分注意するとともに、納入先の指示に従うこ 

と。 

（３）各納入場所に立入る際は、当該施設職員の許可を得ること。 

（４）万一、本業務における事故が発生した場合は、直ちに購入所管課担当者へ報告 

すること。 

（５）全納入場所及び数量を明示し、物品が明確にわかるように写真を撮影し、Ａ４ 

判の写真帳として１部提出すること。 

（６）その他、本仕様書に定めのない事項及び不明な点は、購入所管課担当者と協議 

し、指示に従うこと。             

９ 購入所管課      危機管理局危機管理課 

情報・施設係 担当 高山 

Tel：054-221-1243 Fax：054-251-5783 
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別紙

No. 所在地 名称 納入場所 設置数

1 清水区旭町6-8 静岡市役所　清水庁舎 4階　清水区災害対策本部 2

2 清水区東大曲町6-8 清水消防署 3階　災害対策室 2

3 清水区桜が丘町7-1 岡生涯学習交流館 1階　事務室 4

4 清水区船越三丁目12-74 船越生涯学習交流館 1階　事務室 4

5 清水区松井町7-22 清水生涯学習交流館 2階　事務室 3

6 清水区村松534-2 不二見生涯学習交流館 1階　事務室 3

7 清水区迎山町1-7 駒越生涯学習交流館 1階　事務室 2

8 清水区折戸4-8-60 折戸生涯学習交流館 1階　事務室 2

9 清水区三保1074-8 三保生涯学習交流館 1階　事務室 3

10 清水区下野西3-19 飯田生涯学習交流館 1階　事務室 4

11 清水区押切1086－2 高部生涯学習交流館 1階　事務室 4

12 清水区草薙一里山3-1 有度生涯学習交流館 2階　工作室 5

13 清水区庵原町68 庵原生涯学習交流館 1階　事務室 3

14 清水区袖師町1092 袖師生涯学習交流館 2階　講義室２ 3

15 清水区興津本町829 興津生涯学習交流館 1階　事務室 3

16 清水区但沼町303 小島生涯学習交流館 1階　事務室 2

17 清水区和田島855 両河内生涯学習交流館 1階　事務室 2

18 清水区蒲原新田1-21-1 蒲原市民センター　蒲原支所 2階　災害対策本部 6

19 清水区由比北田457-1 由比生涯学習交流館 1階　団体会議室 4
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ただし、

デジタル簡易無線機用バッテリー

その他仕様書のとおり

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名　称

代表者職氏名

（宛先）

　

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和   年   月   日

印

静岡市長

（消費税及び地方消費税相当額を除いた金額）

百 拾 円

A－096

見　積　書

金額

拾 億 千 百 拾 万 千


